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○所沢市身体障害者等移動浴槽車による入浴サービス事業実施規則 

昭和５９年１月２３日 

規則第２号 

改正 平成元年４月１日規則第２６号 

平成元年８月１日規則第４４号 

平成４年４月１日規則第２０号 

平成１１年４月１日規則第３１号 

平成１２年３月３１日規則第３５号 

（題名改称） 

平成１３年３月１日規則第１号 

平成１４年３月２７日規則第１９号 

平成１４年３月２９日規則第４６号 

平成１４年１０月１日規則第７１号 

平成１６年１月３０日規則第１号 

平成２０年３月２７日規則第２７号 

平成２０年６月３０日規則第５０号 

平成２６年９月３０日規則第３１号 

（題名改称） 

（目的） 

第１条 この規則は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害児（者）に対し、移

動浴槽車による入浴サービス（以下「入浴サービス」という。）を行うことにより、重度

心身障害児（者）の福祉の向上及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。 

（平１２規則３５・平２０規則２７・平２６規則３１・一部改正） 

（対象者） 

第２条 入浴サービスを受けることができる者は、本市に住所を有し、心身の障害等の理由

により独力又は家族のみの介護では入浴できない者であつて、医師から入浴することの許

可を得ているものとする。 

（平４規則２０・平１２規則３５・平２０規則２７・平２６規則３１・一部改正） 

（申請） 

第３条 入浴サービスを受けようとする者又はその家族等は、所沢市入浴サービス利用申請

書（様式第１号）に健康診断書（様式第２号）を添付して市長に申請しなければならない。
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ただし、市長が健康診断書の添付を要しないと認めたときは、これを省略することができ

る。 

（平元規則２６・平４規則２０・平２０規則２７・平２６規則３１・一部改正） 

（派遣の決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、入浴サービスの利用

の適否を決定し、所沢市入浴サービス利用決定（却下）通知書（様式第３号）により入浴

サービスを受けようとする者に通知するものとする。 

（平４規則２０・平２０規則２７・平２６規則３１・一部改正） 

（利用回数） 

第５条 入浴サービスの利用回数は、１月当たり８回以内とする。 

（平２６規則３１・全改） 

（利用料） 

第６条 市長は、入浴サービスを利用する者（以下「利用者」という。）又はその家族等か

ら利用料を徴収するものとする。 

２ 市長は、別表により利用者の利用料を算定し、所沢市入浴サービス利用料通知書（様式

第４号）により利用者に通知するものとする。 

（平１４規則４６・追加、平２０規則２７・平２６規則３１・一部改正） 

（届出） 

第７条 利用者又はその家族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、所沢市

入浴サービス利用異動届（様式第５号）により、市長に届け出なければならない。 

(1) 第２条の規定に該当しなくなつたとき。 

(2) 住所を変更したとき。 

(3) 福祉施設等の施設へ入所したとき。 

(4) 医療機関等に入院し、入院期間が長期にわたつたとき。 

(5) 利用を辞退するとき。 

(6) 死亡したとき。 

２ 市長は、前項の届出があつた場合は、利用の決定の取消し等必要な措置を講じなければ

ならない。 

（平４規則２０・追加、平１２規則３５・一部改正、平１４規則４６・旧第６条繰

下、平２０規則２７・平２６規則３１・一部改正） 

（遵守事項） 
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第８条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 常時医師から入浴の可否について確認しておくこと。 

(2) 健康上その他の理由により入浴サービスを受けられないときは、入浴日の前日まで

にその旨を市長に届け出ること。 

(3) 入浴に当たつては、家族等が立ち会うとともに、介護を行うこと。ただし、市長が

特に認めた者については、この限りではない。 

（平４規則２０・旧第５条繰下・一部改正、平１２規則３５・一部改正、平１４規

則４６・旧第７条繰下、平２０規則２７・平２６規則３１・一部改正） 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平４規則２０・旧第６条繰下、平１４規則４６・旧第８条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（所沢市老人等移動浴そう車設置及び管理規則の廃止） 

２ 所沢市老人等移動浴そう車設置及び管理規則（昭和５１年規則第２４号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に廃止前の所沢市老人等移動浴そう車設置及び管理規則により

派遣を受けている者は、この規則による派遣を受けている者とみなす。 

附 則（平成元年４月１日規則第２６号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年８月１日規則第４４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年４月１日規則第２０号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年４月１日規則第３１号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日規則第３５号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月１日規則第１号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１４年３月２７日規則第１９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを補正することによって使用することができる。 

附 則（平成１４年３月２９日規則第４６号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１０月１日規則第７１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、この

規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成１６年１月３０日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則に規定する様式により交付さ

れている受給者証その他の書類は、この規則による改正後の各規則に規定する様式により

交付されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されてい

る用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成２０年３月２７日規則第２７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日から平成２２年６月３０日までの間におけるこの規則による改正

後の所沢市身体障害者等移動浴そう車による入浴サービス事業実施規則別表の規定の適

用については、同表中「５００円」とあるのは、「２５０円」とする。 

附 則（平成２０年６月３０日規則第５０号） 
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この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月３０日規則第３１号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

（平２０規則２７・追加、平２０規則５０・平２６規則３１・一部改正） 

利用者の世帯の階層区分 利用料の額 

A 利用者が生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世

帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）による支援給付

を受けている者の属する世帯に属するとき 

1回当たり 0円 

B 利用者が住民税非課税世帯に属するとき 1回当たり 100円 

C 利用者が上記以外の世帯に属するとき 1回当たり 500円 
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様式第１号 

（平２０規則２７・全改、平２６規則３１・一部改正） 

様式第２号 

（平２０規則２７・全改） 

様式第３号 

（平２６規則３１・全改） 

様式第４号 

（平２０規則２７・全改、平２０規則５０・一部改正） 

様式第５号 

（平２０規則２７・全改、平２６規則３１・一部改正） 

 


